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用 語 解 説 

 

（あ行） 

○インフルエンザ 

  インフルエンザウイルスを病原体とする人の感染症で、主に発熱、咳、全身倦怠

感、筋肉痛などの症状を引き起こすが、他の呼吸器感染症等と見分けることは難し

い。また、軽症の場合もあれば、重症化して肺炎、脳炎等を引き起こす場合もある。 

  インフルエンザウイルスに感染してから発症までの期間（潜伏期間）は、季節性

インフルエンザであれば１～５日であるが、感染しても発症しないこともある（不

顕性感染）。主な感染経路は、飛沫感染と接触感染であり、潜伏期間中や不顕性感染

で症状がない場合でも他の人への感染はあり得る。 

 

○インフルエンザウイルス 

  インフルエンザウイルスは、ウイルスの抗原性の違いから、Ａ型、Ｂ型、Ｃ型に

分類される。人でのパンデミックを引き起こすのはＡ型のみである。Ａ型は更に、

ウイルスの表面にある赤血球凝集素（ＨＡ）とノイラミニダーゼ（ＮＡ）という２

つの糖蛋白の抗原性の違いによって亜型に分類される。 

  平成 21 年に確認されたインフルエンザ(H1N1)2009、季節性インフルエンザのＡ/

ソ連型(H1N1)、Ａ/香港型(H3N2)は、これらの亜型を指している。 

 

（か行） 

○感染症（かんせんしょう） 

  ウイルス、細菌等の病原体が感染することによって引き起こされる疾病をいう。 

  感染症法における感染症とは、同法第６条に規定する一類感染症、二類感染症、

三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症

及び新感染症であって、同法で規定され、又は政令・省令で定められた疾病をいう。 

 

○感染症指定医療機関（かんせんしょうしていいりょうきかん） 

  感染症法に規定する特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二

種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関をいう。種別ごとの概要は以下のとお

りである。 

  ・特定感染症指定医療機関（とくていかんせんしょうしていいりょうきかん） 

    新感染症、一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者

の院を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院をいう。 

  ・第一種感染症指定医療機関（だいいっしゅかんせんしょうしていいりょうきか

ん） 

    一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担

当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院をいう。 



用語解説 

- 44 - 

  ・第二種感染症指定医療機関（だいにしゅかんせんしょうしていいりょうきかん） 

    二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療

機関として都道府県知事が指定した病院をいう。 

  ・結核指定医療機関（けっかくしていいりょうきかん） 

    結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関として都道府県知事が指

定した病院若しくは診療所（これらに準ずるものとして政令で定めるものを含

む。）又は薬局をいう。 

 

○帰国者・接触者外来（きこくしゃ・せっしょくしゃがいらい） 

  新型インフルエンザ等の発生国からの帰国者や患者の濃厚接触者であって発熱・

呼吸器症状等を有する者に係る診療を行う外来。 

  帰国者・接触者外来を有しない医療機関でも新型インフルエンザ等の患者が見ら

れるようになった場合には、一般の医療機関（内科・小児科等、通常、感染症の診

療を行うすべての医療機関）で診療する体制に切り替える。 

 

○帰国者・接触者相談センター（きこくしゃ・せっしょくしゃそうだんセンター） 

  発生国から帰国した者又は患者への濃厚接触者であって、発熱・呼吸器症状等を

有する者から、電話で相談を受け、帰国者・接触者外来に紹介するための相談セン

ター。 

 

○基本的対処方針（きほんてきたいしょほうしん） 

  新型インフルエンザ等の発生時に、政府対策本部長が、政府行動計画に基づき、

新型インフルエンザ等対策として実際に講じる対策についての基本的な方針を定め

るもの。 

 

○基本的対処方針等諮問委員会（きほんてきたいしょほうしんとうしもんいいんかい） 

  国が、新型インフルエンザ等の発生前から、政府行動計画の作成等において、医

学・公衆衛生等を含む幅広い分野の専門家から意見を聴くために設置した新型イン

フルエンザ等対策有識者会議の下に、発生時に、迅速な対応を図る観点から、医学・

公衆衛生の学識経験者を中心として設置する委員会である。 

 

○業務（継続）計画（ぎょうむ（けいぞく）けいかく） 

  企業が新型インフルエンザ等の緊急事態に遭遇した場合に、事業資産の損害を最

小限に留め、中核となる事業の継続や早期復旧を可能とするために、平常時に行う

活動や緊急時での事業継続のための手段などを事前に取り決めておく計画のこと。

ＢＣＰ（Business Continuity Plan）という。 

  指定（地方）公共機関は、特措法に基づき、業務計画の作成が義務づけられてい

る。 
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○抗インフルエンザウイルス薬（こうインフルエンザウイルスやく） 

  インフルエンザウイルスの増殖を特異的に阻害することによって、インフルエン

ザの症状を軽減する薬剤をいう。ノイラミニダーゼ阻害剤は抗インフルエンザウイ

ルス薬の一つであり、ウイルスの増殖を抑える効果がある。 

 

○個人防護具（こじんぼうごぐ（Personal Protective Equipment：ＰＰＥ）） 

  マスク、ゴーグル、ガウン、手袋等のように、各種病原体、化学物質、放射性物

質、その他の危険有害要因との接触による障がいから個人を守るために作成された

防護具をいう。特に病原体の場合は、その感染を防御することが目的であり、感染

経路や用途（スクリーニング、診察、調査、侵襲的処置等）に応じて適切なＰＰＥ

を準備する必要がある。 

 

（さ行） 

○指定（地方）公共機関（してい（ちほう）こうきょうきかん） 

  新型インフルエンザが発生した場合、その社会的影響の大きさから、行政機関の

みならず事業者を含めた社会全体で取り組む必要がある。指定（地方）公共機関は、

医療の提供や、電気、ガスの供給などの公益事業を営む法人のうち、発生時におけ

る業務の継続性等の基準に基づき国又は都道府県知事が指定した事業者を指し、新

型インフルエンザ発生時、その本来的業務の実施を通じて、新型インフルエンザ対

策を実施する責務を有する。 

  なお、指定（地方）公共機関制度は、災害対策基本法などで設けられているもの

であり、特措法の制定により、新型インフルエンザ対策においても設けられたもの

である。 

 

○指定行政機関（していぎょうせいきかん） 

  特措法第２条第４号の規定に基づき、特措法施行令第１条で定める機関である。 

  内閣府、国家公安委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、消防庁、法務省、

外務省、財務省、国税庁、文部科学省、厚生労働省、検疫所、国立感染症研究所、

農林水産省、動物検疫所、林野庁、水産庁、経済産業省、資源エネルギー庁、中小

企業庁、国土交通省、観光庁、気象庁、海上保安庁、環境省、原子力規制委員会、

防衛省の 29機関。 

 

○新型インフルエンザ（しんがたインフルエンザ） 

  新たに人から人に感染する能力を有することとなったインフルエンザウイルスを

病原体とするインフルエンザをいう。毎年流行を繰り返す季節性インフルエンザと

は異なり、ほとんどの人が新型インフルエンザのウイルスに対する免疫を持ってい

ないため、ウイルスが人から人へと効率よく感染し、急速かつ大規模なまん延を引

き起こし、世界的大流行となる恐れがある。 
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  市行動計画における「新型インフルエンザ」は、感染症法に基づく新型インフル

エンザ等感染症を指すものとし、かつて世界的規模で流行したインフルエンザであ

ってその後流行することなく長期間が経過したものが再興した「再興型インフルエ

ンザ」を含むものとする。 

 

○新型インフルエンザ(A/H1N1)（しんがたインフルエンザ(A/H1N1)） 

  2009 年(平成 21 年)４月にメキシコで確認され世界的大流行となった、H1N1亜型

のウイルスを病原体とするインフルエンザをいう。このインフルエンザは、2009 年

(平成 21 年)４月 28 日から 2011 年(平成 23 年)３月 31 日までの間、感染症法に基

づく「新型インフルエンザ等感染症」に位置付けられ、「新型インフルエンザ(A/H1N1)」

と称されていたが、その後は「インフルエンザ(H1N1)2009」に改称された。 

 

○新型インフルエンザワクチン（しんがたインフルエンザワクチン） 

  新型インフルエンザの感染による重症化防止等を目的に接種されるワクチンで、

パンデミックワクチンとプレパンデミックワクチンがある。 

  ※「パンデミックワクチン」及び「プレパンデミックワクチン」を参照 

 

○新感染症（しんかんせんしょう） 

  新感染症とは、感染症法第６条第９項において、人から人に伝染すると認められ

る疾病であって、既に知られている感染症の疾病とその病状又は治療の結果が明ら

かに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当

該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがあると認め

られるもの。 

 

○診療継続計画（しんりょうけいぞくけいかく） 

  新型インフルエンザ等が発生した際に、医療機関が診療を継続し、急激に増加す

る新型インフルエンザ等の患者への対応とその他の慢性疾患の患者への医療を平時

よりも少ない医療スタッフで提供するための、診療継続の方法について事前に取り

決めておく計画のこと。 

 

○咳エチケット（せきエチケット） 

  感染の拡大を防止するための取組をいう。具体的には、咳やくしゃみの際にティ

ッシュなどで口と鼻を押さえ周囲の人から顔をそむけること、使用後のティッシュ

をすぐにフタ付きのゴミ箱に捨てること、有症者はマスクを正しく着用することな

どがある。 

 

○積極的疫学調査（せっきょくてきえきがくちょうさ） 

  感染症法第 15 条に基づく調査で、患者、その家族及びその患者や家族を診察し
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た医療関係者等に対し、質問又は必要な検査を実施し、情報を収集し分析を行うこ

とにより、感染症の発生の状況及び動向、その原因を明らかにすることをいう。 

 

○接触感染（せっしょくかんせん） 

  皮膚と粘膜、創の直接的な接触、あるいは中間に介在する環境などを介する間接

的な接触による感染経路をいう。例えば、患者の咳せき、くしゃみ、鼻水などに含

まれたウイルスが付着した手で机、ドアノブ、スイッチ等を触れた後に、その部位

を他者が触れ、かつ、その手で自分の目、口、鼻を触れることによってウイルスが

媒介される。 

 

（た行） 

○致命率（ちめいりつ） 

  流行期間中に新型インフルエンザに罹患した者のうち、死亡した者の割合。 

 

○鳥インフルエンザ（とりインフルエンザ） 

  Ａ型インフルエンザウイルスによる鳥の感染症で、このうち、ニワトリなどの家

きん（鶏、あひる、うずら等、家畜として飼養されている鳥）に対して、高い死亡

率を示すなど、特に強い病原性を示すものを「高病原性鳥インフルエンザ」という。 

  なお、家畜伝染病予防法における高病原性鳥インフルエンザの対象家畜として、

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥が指定されている。 

 

○鳥インフルエンザ（H5N1）（とりインフルエンザ(H5N1)） 

  鳥インフルエンザは鳥類の感染症であるが、稀に鳥インフルエンザのウイルスが

人に感染することがある。 

  鳥インフルエンザのウイルスのうち H5N1 亜型のウイルスを病原体とする人の感

染症を「鳥インフルエンザ(H5N1)」といい、近年東南アジアを中心にアジア、中東、

アフリカで症例が報告されている。 

  鳥類から人への感染は、感染した鳥類又はその死骸やそれらの内臓、排泄物等に

濃厚に接触した場合に限られるとされている（十分に加熱調理された鶏肉や鶏卵か

らの感染の報告はない。）。また、人から人への感染は極めて稀まれであるが、患者

と長期間にわたってまん延防止策をとらずに濃厚に接触した家族内での感染事例が

報告されている。 

  鳥インフルエンザ(H5N1)を発症した場合は、通常のインフルエンザの症状にとど

まらず、重症肺炎や多臓器不全等をきたし、致死率は約 60％と高いことが知られて

いる。こうしたことから、鳥インフルエンザ(H5N1)のウイルスが人から人へと効率

よく感染する能力を獲得し、高い病原性を示す新型インフルエンザウイルスに変異

した場合には、甚大な健康被害と深刻な社会・経済活動への影響をもたらすことが

懸念されている。 
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（な行） 

○入院協力医療機関（にゅういんきょうりょくいりょうきかん） 

  新型インフルエンザの重症患者の入院医療を担う医療機関をいう。 

 

○濃厚接触者（のうこうせっしょくしゃ） 

  新型インフルエンザ等の患者と濃密に、高頻度又は長期間接触した者（感染症法

において規定される新型インフルエンザ等に「かかっていると疑うに足りる正当な

理由のある者」）が該当する。発生した新型インフルエンザ等の特性に応じ、具体的

な対象範囲が決まるが、例えば、患者と同居する家族等が想定される。 

 

（は行） 

○バイアル 

  注射剤が入った密封容器のこと。 

 

○パンデミック 

  感染症の世界的大流行をいう。特に新型インフルエンザは、ほとんどの人がウイ

ルスに対する免疫を持っていないため、人から人へと容易に感染し、世界中で大き

な流行を起こす。 

 

○パンデミックワクチン 

  新型インフルエンザが発生した段階で、当該新型インフルエンザのウイルス又は

これと同じ抗原性をもつウイルスを基に製造されるワクチンをいう。 

 

○飛沫感染（ひまつかんせん） 

  ウイルスを含んだ大きな粒子（5 ミクロンより大きい水滴(飛沫まつ)）が、咳せ

き、くしゃみ、会話等によって飛散し、他の人の鼻や口の粘膜あるいは結膜に接触

することによって感染する経路をいう。飛沫まつは空気中を漂わず、１～２メート

ルしか到達しない。なお、５ミクロン以下の飛沫まつ核は空気中を漂うが、これに

よる感染を空気感染（飛沫まつ核感染）という。 

 

○ＰＣＲ（ピーシーアール（Polymerase Chain Reaction：ポリメラーゼ連鎖反応）） 

  ＤＮＡを、その複製に関与する酵素であるポリメラーゼやプライマーを用いて大

量に増幅させる方法をいう。ごく微量のＤＮＡであっても検出が可能なため、病原

体の検査に汎用されている。インフルエンザウイルス遺伝子検出の場合は、同ウイ

ルスがＲＮＡウイルスであるため、逆転写酵素（Reverse Transcriptase）を用いて

ＤＮＡに変換した後にＰＣＲを行うＲＴ－ＰＣＲ（逆転写ポリメラーゼ連鎖反応）

が実施されている。 
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○病原性（びょうげんせい） 

  新型インフルエンザ対策においては、ヒトがウイルスに感染した場合の症状の重

篤度として用いることが多い。なお、学術的には、病原体が宿主（ヒトなど）に感

染して病気を起こさせる能力であり、病原体の侵襲性、増殖性、宿主防衛機構の抑

制能などを総合した表現。 

 

 

○プレパンデミックワクチン 

  新型インフルエンザが発生する前の段階で、新型インフルエンザウイルスに変異

する可能性が高い鳥インフルエンザウイルスを基に製造されるワクチンをいう。現

在、国は、鳥インフルエンザ(H5N1)亜型を用いたプレパンデミックワクチンを備蓄

している。 

 

○ポストパンデミック 

  感染症の世界的大流行（パンデミック）が発生する前の状態へ、急速に回復して

いることをいう。 

 

 


